
TOP ICS 企業法務コラム

働き方改革が始まりました
～年次有給休暇の指定義務化について～ 弁護士

戸田 晃輔

１．はじめに

2019年４月1日から、働き方改革を推進するための関
係法律の整備に関する法律（以下「働き方改革関連法」
といいます。）により、労働基準法、労働安全衛生法
などの関係法律が改正され、順次改正された法律が
施行されています。そこで、本コラムでは、働き方改
革の内、同年４月１日から施行され、すべての企業で
問題となる年次有給休暇（以下「有給休暇」といいます。）

取得の義務化について解説いたします。
　

２．有給休暇に関する改正の内容について

労働者は、一定期間継続して勤務をすると、その期間
に応じた日数の有給休暇を取得することができます。
そして、有給休暇を取得するかは労働者の自由です。
しかし、理由は様々あると思いますが、労働者の有給
休暇の取得が進まないことから、使用者が時季指定
をして有給休暇を労働者に取得させることが義務付け
られました。
具体的には、使用者は、法定の有給休暇の付与日
数が１０日以上である労働者に対し、そのうち５日につ
いて、有給休暇発生日から１年以内に時季を指定して
有給休暇を付与しなければなりません。使用者がこの
義務に違反すると、３０万円以下の罰金を科される場
合があります。

３．具体的運用について

まず、使用者の有給休暇の時季指定について就業
規則に規定をしなければなりません。そのため、使用
者としては、就業規則の改定が必要となります。また、
実際に有給休暇の時季を指定するにあたっては、労
働者に有給休暇を取得したい時季を聴き取ったうえ
で、できる限りその時季に有給休暇を取得させること
になります。
加えて、労働者ごとに有給休暇を与えた時季、日数
及び基準日を記載する年次有給休暇管理簿を作成し、
３年間保存しなければなりません。
なお、労働者が自ら有給休暇を取得した場合及び労使
協定により有給休暇の計画的付与を行った場合には、
その日数を使用者の付与義務の対象となる年 5日から
差し引くことができます。

４．おわりに
以上のように、有給休暇の取得一つとっても使用者と
して実務上対応しなければならないことが多くあります。
その他にも、今回紹介した有給休暇に関する改正以
外に、長時間労働の上限規制や労務時間の管理義
務など重要な改正が存在します。そのため、法改正に
関して正確な知識が必要となります。来月には、当事
務所主催で働き方改革に関するセミナーも行いますの
で、皆様のご参加をお待ちしております。


